
 

 

知多北部広域連合における待機者調査の留意事項 

 

 本調査は、知多北部広域連合管内の給付費の推移や、市町の今後の施設整備計画等の

高齢者施策に影響がある重要な基礎データです。調査の趣旨をご理解いただき、下記の

点に留意して報告してください。 

 

１．居宅介護支援事業所単位で取りまとめて提出してください。 

２．知多北部広域連合管内（東海市・大府市・知多市・東浦町）の被保険者が対象です。 

３．各ケアマネジャーが令和７年４月１日時点で担当している被保険者が対象です。 

４．要介護３，４，５の方が対象です。 

５．調査対象施設サービス種別は次の６種類です。 

 （１）介護老人福祉施設 

 （２）介護老人保健施設 

 （３）介護医療院 

 （４）地域密着型特定施設入居者生活介護 

 （５）認知症対応型共同生活介護 

 （６）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

６．対象サービス種別の施設に入所の申込をしているが、満床等の理由で待機状態 

  となっている方について、報告してください。 

７．次の方は対象外です。 

 （１）令和７年４月１日時点で、死亡・広域連合管外へ転出している方 

 （２）令和７年４月１日時点で、貴居宅介護支援事業所の担当から外れた方 

 （３）いわゆるロングショート利用中で、施設に申込している方 

 （４）待機状態だが、担当ケアマネジャーの適切なケアマネジメントの観点から 

    現状の在宅サービスの方が適切と判断している方 

８．複数のサービス種別を待機している場合は、第１希望の施設種別で判断してくだ 

  さい。 

第１希望 第２希望 待機の判定 

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護老人福祉施設 

介護老人福祉施設 小規模多機能型居宅介護 介護老人福祉施設 

小規模多機能型居宅介護 介護老人福祉施設 （対象サービスではない 

 為、待機者としない） 

９．本調査回答内容によっては、補足的なヒアリングを実施する場合があります。 

 

 


